
第８回 佐倉市公共施設再配置審議会会議 議事録 

日時 令和 8年 1月 23 日（金）午前 9時 00 分から午前 11 時 00 分まで 

場所 1 号館 3階会議室 

出席者 ○出席委員 

栁澤 要会長、堤 洋樹委員、三枝 康雄委員、若狹 正伸委

員、岡島 由夏委員、中島 愛恵委員 以上 6 名 

○事務局職員 

織田資産経営部長、谷田部資産経営課長、橋本副主幹、早川主

査、木勢主査補 

○教育委員会 

 宮崎教育総務課長、新川主幹 

配布資料 【資料１】再配置方針に対する提言及び提言への対応 

【資料 2-1】再配置方針策定後の推進体制ほか 

【資料 2-2】前期の検討体制 

【資料 2-3】検討会議設置状況一覧 

【資料 3-1】再配置の概要（西志津ふれあいセンター） 

【資料 3-2】再配置の概要（ミレニアムセンター佐倉） 

【資料 3-3】再配置の概要（和田地区） 

【資料 3-4】再配置の概要（南部保健福祉センター） 

【資料 3-5】再配置の概要（教育の方針、学校施設計画案） 

【資料４】未利用財産の利活用に係るサウンディング型市場調査

関係資料 

議事 ① 提言に対する回答の文書化について 

② 再配置方針策定後の推進体制ほか 

③ 重点取組事項の具体的進捗について 

④ 未利用財産の利活用に係るサウンディング報告 

 
  



１ 開会 

【事務局】 

本日の会議は、栁澤会長、三枝委員、堤委員がオンライン参加、若狹委員、中

島委員、岡島委員が会場参加となっております。 

それでは栁澤会長、よろしくお願いいたします。 

 

【栁澤会長】 

本日の出席委員は６名で全員出席していますので、会議は成立しております。 

なお、本日の会議につきまして、「佐倉市情報公開条例」の規定により、会議

は原則公開となっておりますが、非公開とすることについて、事務局から説明を

お願いいたします。 

 

【事務局】 

本日の議事１から４までについては、公にすることにより市民に不当に混乱

を生じさせるおそれがある情報を含むものであり、佐倉市情報公開条例第７条

第５号及び第６号に規定する不開示情報に該当する事項が含まれているため、

非公開といたします。 

非公開とすることについては、佐倉市情報公開条例第２０条及び、佐倉市審議

会等の会議の公開に関する要綱第３条の規定により、第１回会議で決めた運営

方針に基づいて、栁澤会長の承認をいただいて決定しております。 

 

【栁澤会長】 

 ただいまご説明いただいたとおり本会議は非公開で実施いたします。また、会

長である私がオンラインでの参加となり、参加時間も限られていることから、本

日は進行について直接参加されている若狹委員に委任させていただきたいと思

います。それでは若狹委員、よろしくお願いいたします。 

 

【若狹委員】 

承知いたしました。それではここから議長を務めさせていただきます。 

 


